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 最上総合支庁では、県税 15税目のうち、個人県民税、法人県民税、法人事業税、軽油引取税、自動車

税種別割など 11税目を所管している（令和６年度）。【※】 

 令和６年度の全県における現年課税分の県税調定額は 1,168 億 97 百万円、対前年度比 0.5 ポイント

減少した。構成比は、総合支庁所管分 74.0％、本庁所管分 26.0％となった。収入済額は、1,164 億 37

百万円で、収入率は前年度より 0.1ポイント減少し、99.6％となった。 

最上総合支庁の令和６年度現年課税分の調定額は、対前年度比 9.5 ポイント減少し 38 億 51 百万円

で、県全体に占める割合は 3.3％である。収入率は前年度より 0.1 ポイント減少し、99.6％となり、収

入済額は、38億 35百万円となった。 

  主な税目の調定額の対前年度比は、個人県民税が91.4％、法人県民税が89.1％、法人事業税が80.3％、

不動産取得税が 86.1％、軽油引取税が 92.4％、自動車税種別割が 98.4％となっている。 

最上総合支庁の調定税目ごとの割合をみると、個人県民税が約 43.0％と最も高く、次いで自動車税種

別割、法人事業税、軽油引取税の順となっている。 

 他の総合支庁と比較すると、個人県民税及び自動車税種別割の占める割合が高く、法人事業税の割合

が低くなっている。 

【※】令和８年３月 31 日で自動車税環境性能割が廃止され、令和８年４月１日から自動車税種別割が自動車税に名称

変更された。令和８年度は、県税 14 税目、うち、最上総合支庁所管が 11 税目となっている。 

 

【県税の調定状況（令和６年度現年課税分）】 

           総合支庁 
            865億 45百万円 
調定額              （74.0％） 
1,168億 97百万円 
   
           本庁 
            303億 52百万円   県民税利子割等、地方消費税、県たばこ税 
               （26.0％） 

 

【総合支庁調定額の税目割合（令和６年度現年課税分）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              資料：「令和４年度税務統計年報 

注：各項目で四捨五入を行っているため、合計が一致しない場合がある。 

資料：「令和６年度税務統計年報」 

個人県民税、法人県民税、個人事業税、法人事業税、
不動産取得税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、 
自動車税環境性能割、自動車税種別割、鉱区税、 
狩猟税、産業廃棄物税 

 

村山総合支庁 
508億 56百万円 

置賜総合支庁 
131億 65百万円 

庄内総合支庁 
186億 73百万円 

総合支庁 合計 
865億 45百万円 

最上総合支庁 
38億 51百万円 

          個人県民税    法人県民税 法人事業税 不動産取得税 軽油引取税 自動車税種別割 その他税目 
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注
１

：
県

民
税

利
子
割
・
地
方
消
費
税
・
県
た

ば
こ

税
は

山
形

県
総

務
部

税
政

課
、

自
動

車
税

環
境

性
能

割
は
村
山
総
合
支
庁
及
び
庄
内
総
合
支
庁
が
所
管
。

　
２

：
各

項
目

で
四
捨
五
入
を
行
っ
て
い
る
た

め
、

合
計

が
一

致
し

な
い

場
合

が
あ

る
。
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